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令和６年３月８日  

  遠野市監査委員決定  

 

令和６年度遠野市監査等基本計画 

１ 基本方針 

令和６年度は、第２次遠野市総合計画・後期基本計画の４年目となり、将来

像に掲げる「永遠の日本のふるさと遠野」の実現を確実なものとするため、こ

の３年間の取組を検証し、必要な見直しを図りながら事業の推進に取り組むこ

ととなる。令和６年３月遠野市議会定例会において、総合計画の共通優先方針

である「産業振興・雇用確保」及び「少子化対策・子育て支援」の事業はもと

より、地域のやる気を応援し、持続可能なまちづくりへの挑戦を推進する総額

181億円の「遠野の未来共創予算」が成立し、新規19事業を加えた357事業が展

開される。 

地域のやる気を応援する予算については、持続可能な食糧供給を目指す有機

栽培の推進や有害鳥獣とされるニホンジカを活用したジビエ事業など新たな挑

戦を応援するほか、ホップ生産100年チャレンジ事業、体験型ブルワリー整備

支援事業などにも取り組むこととしている。 

また、持続可能なまちづくりへの挑戦については、グリーントランスフォー

メーション及びデジタルトランスフォーメーションを推進するため、カーボン

ニュートラル推進事業、住まいの省エネルギー改修推進事業、デジタル基盤改

革推進事業及びＤＸ推進事業などに取り組むこととしている。 

その一方で、昨年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し、

経済や社会はコロナ前の日常に戻ろうとしているものの、依然として続く物価

高騰への対策、少子高齢化や人口減少のもたらす課題への中長期的な対応など

が求められており、行政の役割は今後より一層大きくなるものと考えられる。 

行財政運営においては、予算編成の考え方に基づき、予算計上した事業につ

いて最小の経費で最大の効果が挙げられるよう創意工夫を図り、着実な執行に

努めるとともに、持続可能な財政基盤の強化に取り組まなければならない。 

令和６年度はこうした状況を念頭に置き、市の行財政運営が公正かつ効果的

に行われるよう、監査基準を踏まえ、次の方針に基づき監査を実施する。 

(1) 市の事務事業の執行について、正確性及び合規性の観点はもとより、経済

性、効率性及び有効性の観点からも検証する。 

(2) 不正・違法・事務の誤りなどを指摘するにとどまらず、事務事業の改善に

向けた指導に重点をおいて実施する。 

(3) 監査等の結果による指摘、要望事項等に対する改善措置状況を把握し、監

査の実効性を確保する。 

(4) 行財政運営の透明性を図るため、監査結果と指摘に関する改善の方策（措

置状況）をホームページ等で公表する。 
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２ 監査等の種類  

(1)  監 査 

ア 定期監査（地方自治法（以下「法」という。)第199条第１項及び第４項

の規定による監査） 

イ 財政的援助団体等に関する監査（法第199条第７項の規定による監査） 

ウ 行政監査（法第199条第２項の規定による監査） 

…必要があると認めるとき。 

エ 随時監査（法第199条第１項及び第５項の規定による監査） 

…必要があると認めるとき。 

（2） 検 査 

ア 例月現金出納検査（法第235条の２第１項の規定による検査） 

（3） 審 査 

ア  決算審査（法第233条第２項及び地方公営企業法第30条第２項の規定に

よる審査） 

イ  基金の運用状況審査（法第241条第５項の規定による審査） 

ウ 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項、第22条第１項の規定による審査） 

３ 監査等の個別実施方針 

  令和６年度に監査委員が実施する監査等の内容は次のとおりとし、具体的な

内容は、各監査等の実施計画において別に定める。 

(1)  監 査 

ア 定期監査 

(ｱ) 財 務  

       市の財務に関する事務の執行及び市が経営する事業の管理のほか、これ

らに関連する行政事務を含め、合規性及び正確性を主眼とし、経済性、効

率性及び有効性の視点に留意して実施する。 

なお、実施にあたっては、対象に係るリスク（組織目的の達成を阻害す

る要因をいう。）の内容及び程度を検討した上で、監査等の対象を定める

ものとする。 

     (ｲ) 工 事 

    市が実施した工事（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）につ

いて、設計、積算、契約、施工等の各段階において合規性及び正確性並び

に技術面から工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性及

び有効性の視点に留意して実施する。 

   イ 財政的援助団体等に関する監査  

 (ｱ）財政的援助団体等 

     市が補助金等を交付している団体における財政的援助に係る出納その他

の事務の執行について、財政的援助の目的に沿って適正かつ効果的に使用
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されているかを主眼とし、併せて、所管部局の当該団体に対する補助金等

の交付事務に関する合規性、正確性等の視点に留意して実施する。 

    (ｲ) 出資団体 

     市が出資している団体（出資比率が25％以上の法人）における事業運営

に係る出納その他の事務の執行について、出資の目的に沿った事業運営が

行われているか、会計経理等が適正に行われているか、経営成績及び財政

状況が良好かを主眼とし、併せて、所管部局の当該団体に対する指導監督

の有効性等の視点に留意して実施する。 

(ｳ) 指定管理者 

      市が公の施設の管理を行わせている団体における当該公の施設の管理に

関して、協定書に定める事項は正確に履行されているか、会計経理等が適

正に行われているか、施設利用者に対する安全対策に配慮されているかを

主眼として実施する。併せて、所管部局の当該団体に対する指導監督、指

定管理料の交付事務の合規性及び正確性並びに公の施設の管理に要する経

費が適正に算定されているか等の視点に留意して実施する。 

ウ 行政監査は、必要があると認めるとき実施する。 

エ 随時監査は、必要があると認めるとき実施する。 

（2） 検 査 

会計管理者並びに水道事業及び下水道事業の管理者が管理する毎月の現

金出納について、出納状況報告書等の計数が公金出納総括日計表ほか出納

関係諸帳簿、残高証明書等の計数と一致しているか、現金保管事務は適正

に行われているかを主眼に検査する。 

 また、支出証拠書類等に関して、試査による方法で検査を行う。 

（3） 審 査 

ア 一般会計、特別会計及び公営企業会計決算 

決算書その他関係諸表について、法令にのっとり作成されているか、そ

の計数は正確であるかを確認するとともに、予算執行、財産管理、経営成

績、財政状況等について審査する。 

イ 基金運用状況 

基金運用の状況を示す書類について、計数は正確であるか確認するとと

もに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われている

かについて審査する。 

ウ 健全化判断比率等 

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及

び将来負担比率）及び資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書

類について、法令にのっとり作成されているか、その計数が適正に算定さ

れているかについて審査する。  
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４ 監査等の報告及び意見の提出 

監査等の結果に関する報告等については次のとおりとし、遠野市公式ホーム

ページでも公開する。 

（1） 監 査 

ア 提出及び公表 

監査を終了したときは、結果に関する報告書を議会及び市長等へ提出し

公表する。 

なお、監査の結果に基づいて、必要があると認めるときは、結果に関す

る報告に添えて意見を提出する。 

イ 措置の公表 

監査の結果等に基づき、市長等から措置を講じた通知があったときは、

速やかに公表する。 

ウ 措置状況の確認 

必要に応じて、措置方針に基づき事務事業等の改善が図られているかを

確認する。  

（2） 検 査 

検査を終了したときは、結果に関する報告書を議会及び市長等へ提出す

る。 

（3） 審 査 

審査を終了したときは審査意見書を市長に提出する。 
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５ 監査等の実施時期 

 監査等の実施時期は、次のとおりとする。 
（令和６年３月８日現在の計画） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 
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 注）監査の種類及び実施時期については、変更することがある。 

 

 

定期監査（前期） 

  10/11-11/22 

定期監査（後期） 

  12/16-2/5 

有価証券等・水道事業貯蔵品監査 

 4/8-4/17 

工事監査 

4/12-5/13 

補助金等監査 

 5/7-6/3 

財政的援助団体等監査 

5/27-6/26 

出資法人監査 

 7/1-8/19 

指定管理者監査 

 9/20-10/18 

公営企業決算審査 

  6/3-8/19 

一般会計等決算審査 

7/1-8/19 

基金運用状況審査 

7/1-8/19 

健全化判断比率等審査 

   8/1-8/19 

現金出納検査は毎月実施（支出証拠書類等検査は試査により実施） 


